©納谷労働衛生コンサルティング
安衛法令にもとづく安全衛生体制の構成メンバー
10人以上49人以下の医療機関を主な想定
	常時10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者の選任が必要です。
医療機関では、衛生委員会や産業医は原則まだ法定必須ではありませんが、誰が実務を担い、誰が相談を受け、誰が是正を回すかを整理しておくことが重要です。


当事務所では、小規模医療機関の安全衛生体制の整理、役割分担、相談窓口設計、記録様式の整備を支援します。
1．この規模で確認したい主な役割
	区分
	主な役割
	置き方の目安

	統括・運営
	事業者
	安全衛生体制整備の最終責任者として置く

	実務管理
	衛生推進者
	10人以上50人未満では衛生推進者が法定の中心

	労務・相談
	人事労務、相談窓口
	小規模でも相談ルートと初動を明確にする

	メンタルヘルス
	必要により外部産業医、保健師等
	法定必須前でも相談体制を整えると回しやすい

	関連体制
	条件により化学物質管理・放射線安全管理
	該当業務があれば追加枠を整える


2．10人以上49人以下での置き方のイメージ
	ライン
	主な役割

	病院長・事務長ライン
	事業者補佐、最終判断線

	総務・人事ライン
	衛生推進者・相談窓口・ハラスメント一次窓口

	現場ライン
	看護・検査・放射線等から現場課題を吸い上げる

	外部連携ライン
	必要に応じ産業医・労働衛生コンサルタント等と連携


まず何をするか
・医療機関の常時使用労働者数を確認する
・衛生推進者の選任状況を確認する
・相談窓口、ハラスメント、両立支援の担当を整理する
・化学物質や放射線など条件付きで必要になる役割を洗い出す
・外部連携ライン：必要に応じて産業医・労働衛生コンサルタント・地域産業保健センター等と連携
	小規模でも、安全衛生は「担当者が一人いるだけ」では機能しません。
誰が実務を担い、誰が相談を受け、誰が現場の声を持ち寄り、誰が是正を回すかまで明確にしておくことが重要です。


「何から着手すべきか分からない段階でも、現場の実情に合わせて運用設計まで支援いたします。お気軽にご相談ください
（納谷労働衛生コンサルティングまで）」
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